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内部統制システムの整備に関する基本方針の改訂のお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年 2 月 23 日開催の取締役会において、内部統制システムの更なる改善を目

的に組織変更を行い、合わせて内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり改訂

することを決定しましたのでお知らせいたします（変更箇所は下線で示しております）。 

 

記 

 

１． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)コーポレート・ガバナンス 
① 取締役会 

取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」及び「経営理念」、「経営
方針」、「企業行動規範」に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役
の職務執行を監督します。また、取締役会は、社内取締役と社外取締役で構成しており、
社外取締役は、監査役が担う企業統治の役割を積極的にサポートし、会社法上の監査役
の役割を超える企業統治の役割を担うとともに、経営に関する助言を行うこととしてお
ります。 

② 取締役 
取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務

権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行します。さらに、常勤取締役を
中心に経営管理室を新設し、経営の基本的な重要事項に対する課題解決の方向性を協議
します。 

③ 代表取締役 
代表取締役は、会社を代表して一切の法的行為を行うとともに、取締役会において業

務執行状況の報告を行います。 

④ 監査役 
監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携

して、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性に
ついて監査を実施します。 

(2)コンプライアンス 
① 取締役及び使用人は「経営理念」、「経営方針」及び「企業行動規範」に則り行動す

るものとします。 
② コンプライアンス委員会を設置し、「コンプライアンス規程」を制定し、各部署のコ

ンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、内部通報制度の
整備等コンプライアンス体制の充実に努めます。なお、コンプライアンス委員会の委
員長は、取締役会長とします。 

 



 

 

(3)財務報告の信頼性を確保のための体制整備 
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切

な提出のため、代表取締役の指示の下、内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組
みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商
品取引法及び関連法令等との適合性を確保します。 

(4)内部監査 
内部監査は、内部監査室が行うこととし、「内部監査規程」、「内部監査実施要領」に基

づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥
当性等につき、定期的に内部監査を実施します。内部監査室は、取締役会及び監査役に対
し、その結果を報告します。 

 
２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
(1)情報の保存・管理 

取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定書類のほか職務遂行に係る重要な
情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下同じ）を関連資料とともに「情報管理規
程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理します。 

(2)情報の閲覧 
取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができます。 

 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、市場リスク、信用リスク、カントリー
リスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、情報セキュリティーリスクその他様々
なリスクに対処するため、リスク管理委員会を設置するとともに、各種管理規則、取組基
準、投資基準、リスク限度額、取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリス
ク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを統括的かつ個別的に管理します。 

 
４．取締役の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
(1)経営管理室 

取締役会長が組織を統括し、経営の基本問題について慎重な協議を行い、代表取締役及
び取締役会の意思決定に資するものとします。 

 
(2)職務権限・責任の明確化 

適正かつ効率的な職務の執行を確保するために「職務分掌規程」、「職務権限一覧」等各
種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図ります。 

 

５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制 
(1)子会社管理体制 

子会社を統括するために、社長室を主管部署として定め、「関係会社管理規程」に基づ
き、子会社の経営管理及び経営指導にあたります。 

(2)コンプライアンス 
コンプライアンス規程の制定、コンプライアンス責任者の設置、内部通報制度の整備等

コンプライアンス体制の整備につき子会社を指導するとともに、子会社に対するコンプラ
イアンス教育・研修を実施し、グループ全体でのコンプライアンスの徹底に努めます。 

(3)内部監査 
子会社の業務活動全般についても、内部監査の対象とします。内部監査の実施は、内部

監査室が行い、グループ内各社の監査役及び内部監査組織との密接な連携を保ち、グルー
プとしての監査の質的向上に努めます。 
 

 (4)反社会的勢力への対応 
    当社及び子会社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢

力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応します。 
 
 
 



 
 

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項 
(1)監査役の職務を補助する専任の使用人の設置 

監査役が必要あると認めたときは、監査役の職務を補助する専任の使用人を置くものと
します。 

(2)監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限及び人事権 
監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限は監査役会に専属するものとし、

取締役、使用人は監査役の職務を補助する使用人に対し指揮命令権限を有しないものとし
ます。また、監査役を補助する使用人の人事考課は、監査役会で定めた監査役が行うもの
とし、その人事異動及び懲戒処分については、事前に監査役会の同意を必要とするものと
します。 

 
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(1)重要会議への出席 

監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会の他重要な会議

に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができま

す。 

(2)取締役会の報告義務 

① 取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行状況を監査役に報告するものとしま

す。 

② 取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告
します。 
・財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容 
・業績及び業績の見通しの発表の内容 
・内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策 
・行政処分の内容 
・その他監査役が求める事項 

(3)使用人による報告 
使用人は監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令また

は定款違反事実がある場合には、直接報告することができます。 

 
８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
(1)内部監査室と監査役の連携 

監査役は、内部監査室との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、
定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をするなど、
密接な情報交換及び連携を図ります。 

(2)外部専門家の起用 
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部

専門家を独自に起用することができます。 
 

 以 上 

 


